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はじめに 

 

我が国では、平成 11 年の「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促

進に関する法律（ＰＦＩ法）」の施行以来、効率的かつ効果的に社会資本を整備・

管理し、質の高い公共サービスを提供するため、民間の資金・能力を活用する

観点からＰＦＩ方式の導入が積極的に推進されています。平成 17 年 8 月にはＰ

ＦＩの基本理念のさらなる実現のために、ＰＦＩ法の改正が行われ、ＰＦＩ事

業がサービス分野を対象とすることの明確化、国公有財産の有効利用等の観点

の明確化、国公有財産（行政財産）の貸し付けの拡充、民間事業者の選定に当

たっての評価方法の明確化等が措置されました。 

 ＰＦＩが進展する一方で、様々な課題も顕在化しており、それらのうちの一

つとして、「ＰＦＩ推進委員会中間報告 －ＰＦＩのさらなる展開に向けて－」

（平成 16 年 6 月 3 日 民間資金等活用事業推進委員会）の中では、「ＰＦＩ事業

に係る実務的情報・知識を、適宜適切にＰＦＩ事業を行う公共部門の実務担当

者が共有し、蓄積、進化させるシステムの開発が必要」と言われています。 

このような状況を受け、本「国土交通省所管事業へのＰＦＩ活用参考書」（以

下、「参考書」という。）においては、ＰＦＩ事業に携わる実務担当者が企画立

案、実施する際に参考となる情報提供を行うことを目的に、ＰＦＩ事業の実施

について、国土交通省所管施設の特性、関係法令、補助制度等に則して解説し、

また、国土交通省の補助金、税制に関する取組み、公物管理上の位置づけの整

理等の様々な支援方策についてのとりまとめを行いました。 

本参考書が、ＰＦＩに関わる全ての方々の参考として適切に活用され、ＰＦ

Ｉ事業が積極的に実施に移され、より質の高い公共サービスが提供されること

を期待するものです。 

 なお、本参考書は、随時、最新の情報等に基づき、内容の追加、更新等を行

うこととしております。 

 最後に、今回、本参考書をとりまとめるに当たり、ＰＦＩに関係する各分野

の有識者の方々、実際にＰＦＩ事業の実施を担当された関係地方公共団体の各

担当部局より、貴重なご意見、情報提供を頂きました。これらのご意見、情報

により、非常に有用な参考書とすることができたと考えております。ここに、

深く感謝申し上げます。 

 

国土交通省 

総合政策局 政策課 
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